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◎新潟県告示第903号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

平成30年８月17日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 処分をした年月日 平成30年７月23日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社外川組 

  外川 吉史 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市南区東笠巻 2200 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－28）第23072号 

５ 処分の内容 内装仕上工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月23日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  富士ゼロックス新潟株式会社 

  星野 明文 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市中央区東大通１－２－23 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第42354号 

５ 処分の内容 電気工事業、電気通信工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社桃崎設備 

  菅 昭弘 

３ 主たる営業所の所在地 

  胎内市桃崎浜288－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第42365号 

５ 処分の内容 さく井工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月17日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社高井電気 

  髙井 一幸 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区赤鏥837－４ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第44850号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し 
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６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月17日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月18日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社山源小林住建 

  小林 幸夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  三条市鬼木新田１－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第16256号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、内装仕上工事業、

建具工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月17日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社関工務店 

  関 しづ子 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市浦6405 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第17451号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月17日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  エイシン株式会社 

  佐藤 勝治 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市北区柳原３－１－15 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第43486号 

５ 処分の内容 管工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月３日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  片野建設 

  片野 新吾 

３ 主たる営業所の所在地 
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  三条市大面905 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第16005号 

５ 処分の内容 建築工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月３日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  飯田塗装店 

  飯田 幸平 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市春日山町３－12ー17 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第19794号 

５ 処分の内容 塗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  中村塗装 

  中村 省三 

３ 主たる営業所の所在地 

  阿賀野市笹岡字杉本39 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第21584号 

５ 処分の内容 塗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月27日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  若井管工設備 

  若井 正則 

３ 主たる営業所の所在地 

  魚沼市田戸74－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第27504号 

５ 処分の内容 土木工事業、管工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月４日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月10日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  皆川建設株式会社 
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  皆川 元吉 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市東区河渡庚265－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第13982号 

５ 処分の内容 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、舗装工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月10日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月10日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社小国ウッディーハウス 

  板屋 忠 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市小国町法坂763－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第41378号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月10日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月11日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  片山建築 

  片山 暁夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市水道町２－６－13 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第41384号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月11日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月６日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  田村建築 

  田村 俊二 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市宮本堀之内町361－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第43381号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年７月６日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年６月29日 
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２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  新潟ノーミ株式会社 

  笠原 久義 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市中央区万代３－６－８ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第23884号 

５ 処分の内容 管工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月29日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年６月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社石塚木工所 

  石塚 幸治 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市安塚区和田2393－５ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－28）第9652号 

５ 処分の内容 建築工事業、ガラス工事業、内装仕上工事業、建具工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年６月29日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社新潟スプリングウォーター 

  村山 良平 

３ 主たる営業所の所在地 

  柏崎市長浜町８－14 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－26）第44498号 

５ 処分の内容 とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月29日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年６月26日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社宮川組 

  宮川 忠助 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区門田100 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－27）第5207号 

５ 処分の内容 造園工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月26日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 
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１ 処分をした年月日 平成30年６月21日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社ミック 

  久保 正栄 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市琴平３－５－59 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第43019号 

５ 処分の内容 土木工事業、電気工事業、管工事業、舗装工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月21日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月３日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  塚本重機 

  塚本 勇 

３ 主たる営業所の所在地 

  三条市柳川新田2680 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－27）第21137号 

５ 処分の内容 とび・土工工事業、管工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月15日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年７月３日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  杉田建設株式会社 

  杉田 隆 

３ 主たる営業所の所在地 

  胎内市中倉919－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般特－29）第620号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る特定建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年６月29日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  永井電気株式会社 

  永井 慎一郎 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市中央区本町通７番町1146 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第2622号 

５ 処分の内容 電気工事業、電気通信工事業、消防施設工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月29日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４
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号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成30年６月22日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社長谷川組 

  長谷川 清江 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市中島５－８－９ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－29）第17457号 

５ 処分の内容 とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

平成30年６月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

 


